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敦賀港駅舎（敦賀市港町）
とんがり屋根が強烈な印象を残す旧敦賀港駅舎。「欧亜国際連
絡列車」の発着駅としてかつて重要な位置を占めていた敦賀港
駅舎を、1999年の『つるがきらめきみなと博21』開催時に再現
したもの。現在は、敦賀港の歴史や観光のPRとして使用されて
います。



2■　税務署提供

国税庁では毎年11月11日から

17日を「税を知る週間」と定めて、

全国統一キャンペーンを実施して

います。

敦賀税務署、管内地方公共団体

及び税務連絡協議会においても、

税の意義や役割についての理解を

深め、考えていただけるよう各種

の広報広聴活動を行います。

国や地方公共団体は、私達国民

が豊かで安定した暮らしができる

よう、社会福祉の充実、住宅道路

の整備、教育の振興など幅広い分

野にわたって活動していますが、

これらの経費は税によって賄われ

ています。

このように、税は国や地方公共

団体が活動するための大切な財源

であり、私達が共同生活を維持す

るためのいわば「会費」であると

いえましょう。

税 を 知 る 週 間税 を 知 る 週 間
11月11日（火）～17日（月）

〈テーマ〉暮らしを支える税

～この社会あなたの税がいきている～

税税税税金金金金教教教教室室室室
敦賀税務署管内の小・中・高校

の児童・生徒を対象に、税務署や
地方公共団体の職員のほか税務連
絡協議会の会員が講師となって税
金教室を開催し、税の意義や使い
道について勉強します。
（開催予定校25校、開催回数37回）

～ 主 な 行 事 ～

税税税税のののの作作作作品品品品展展展展
・11月13日（木）～17日（月）
ポートン２階特設会場

税に関する作品（書道、ポスター、作文など）
のほか、密輸品（税関）などを展示
・11月2日（日）～3日（月）美浜町総合体育館

〃　　　　　　〃　　三方町勤労者体育館
～ご来場をお待ちしています～

無無無無料料料料税税税税務務務務相相相相談談談談
・11月14日（金）10:00～12:00及び13:00～15:00
ポートン２階（北陸税理士会敦賀支部）

・11月4日（火）13:00～16:00
あいあいプラザ（金沢国税局税務相談官）
～お気軽にご相談ください～

記記記記念念念念講講講講演演演演会会会会（入場無料）
11月10日（月）13:30～

サンピア敦賀「若狭の間」
講　師 吉川隆久
テーマ
今こそ意識改革を…

あなたが変わらなければ何も生

まれない！

女女女女性性性性セセセセミミミミナナナナーーーー（入場無料）
11月13日（木）15:00～

（学）早翠学園「オーバル・
ホール」（市野々6-2-2 第二早翠幼稚園）

講　師 ふくだ友子

輝いてますか？
あなた！
～すべては発想の転換から～

あ
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○　中小事業者に対する特例措置
・　事業者免税点制度の適用上限が1,000万円（現行3,000万円）に引き下げられます。
・　簡易課税制度の適用上限が5,000万円（現行2億円）に引き下げられます。
（注）上記の改正は、平成16年４月１日以後の開始する課税期間について適用されます。
○　中間申告の申告・納付制度

直前の課税期間の年税額が4,800万円（地方消費税込6,000万円）を超える事業者は、中間申
告・納付を毎月（現行３月ごと）行うことになります。
（注）上記の改正は、平成16年４月１日以後の開始する課税期間について適用されます。
○　消費税法において、事業者がその相手方である消費者に対して商品の販売、役務の提供等の取
引を行うに際し、予めその取引価格を表示する場合には、消費税額（含む地方消費税額）を含め
た価格を表示しなければなりません。
（注）平成16年４月１日から適用されます。

税務署提供 ■3

老後の生活の
安心などの
ために

身近な地域の
くらしの
ために

消費税
４％

地方消費税
１％

基礎年金
老人医療
介護

（56.4％）

地方分
（43.6％）

福祉予算へ

地方交付税
として地方へ

そのまま地方へ

老人医療費

対国民所得比（％）

国民医療費
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■医療費の推移

医療費は年々増加。特に老人医療費が急増し、現在、国民医療費の3分の1を占めています。

消 費 税 は ど う な っ て い る の ？消 費 税 は ど う な っ て い る の ？

●５％の消費税のうち４割以上は地方消費税、地方交付税
として身近な地域のくらしのために活用されています。
残りの部分については、広く私たちの老後の生活の安心
などを確保するための福祉予算に使われています。

老後と地域を支える消費税

消費税制度改正のあゆみ



4■　嶺南振興局二州税務部／敦賀市・美浜町・三方町／敦賀青色申告会提供

不動産取得税の軽減
平成15年4月1日以降の軽減措置
都市再生等土地の有効利用の促進に資する観

点から、不動産取得税が軽減されることとなり、
以下の措置が講じられています。
○　平成15年4月1日から平成18年3月31日までに
不動産を取得した場合、不動産取得税の税率（4％）
を一律3％に引き下げる。
○　宅地の取得に係る課税標準の特例措置（価格の2
分の１に課税標準を圧縮）を平成17年12月31日
までに延長する。

その他の軽減措置（ただし、控除のための要件あり）
○住宅を取得したときの軽減措置
○取得した土地に住宅が新築されたときの軽減措置
○中古住宅とその敷地を取得したときの軽減措置
○公共事業のために土地・家屋を譲渡したときの軽減措置
○補助金減免、災害減免、非課税など

これらの軽減措置を受けるためには、申告や申請が必要となりますので、詳しくは下記までお問
い合わせください。

【連絡先】 〒914-0811 敦賀市中央町１丁目7ー42
嶺南振興局二州税務部　10770（22）0053

平成16年分の農業所得から申告の
計算方法が変わります!!

１．農業所得標準の廃止
農業所得の申告は、これまで「目安」として使用され

てきた「農業所得標準」が平成16年産米農業所得から

廃止され、平成17年2月の申告から「収支計算」によ

り申告することになります。

２．収支計算とは
その年の１月１日から12月31日までの１年間の収入

金額や必要経費の金額を計算し、その計算に基づいて所

得金額を算出する方法です。

（収入金額）ー（必要経費）＝（所得金額）

３．記帳記録や保存
収支計算により申告するためには、農業所得の計算に

必要な「記帳や記録の保存」「領収書などの保存」が必

要となります。

収入金額や経費に関する書類（出荷・売上伝票・預金

通帳・領収書など）は必ず保存をお願いします。

保存した書類から、収入金額や必要経費の項目ごとに

年間合計額を計算することになります。

敦賀青色申告会
消費税の税制改正に伴い、青色申告会では会員の皆様

に税制改正内容の周知を図るため、下記のとおり講習会

を開催いたします。

改正消費税説明会　PART3

と　き　11月５日（水）19:00～21:00
11月７日（金）19:00～21:00
（両日とも同じ内容です。どちらかで受講下さい。）

ところ　敦賀商工会館　6階ホール
定　員　100名
内　容　①消費税の基本・改正内容・帳簿記入の仕方等

について
②本則課税・簡易課税の違いと事例をもとに計算
（売上3,000万円以下の個人事業者を想定したケーススタディ）

※電卓と筆記用具をご持参ください。

講　師　北陸税理士会敦賀支部　所属税理士

お問い合わせ先：
敦賀青色申告会事務局
神楽町2-1-4
敦賀商工会議所内
TEL 23-6794

8/6 改正消費税説明会
PART1

区　　　分　 課税標準の特例 税　　　率

住宅用地 ３％

商業地等

住　　宅 ３％

事務所、
店舗等

１／２
平成17年

12月31日

まで延長

なし

15年3月31日以前 現　行

４％ ３％

15年3月31日以前 現　行

４％ ３％

土
　
　
　
地

家
　
　
　
屋



敦賀納税貯蓄組合連合会／北陸税理士会敦賀支部／敦賀税務署提供 ■5

敦敦賀賀税税務務署署管管内内 税理士の皆さん
（敬称略）平成15年度

中学生の『税についての作品』入選者
敦賀納税貯蓄組合連合会では、税についての理解と関

心を深めていただくため、敦賀税務署管内の中学生を対

象に「税についての作品」を募集しました。本年は、作

文、書道、ポスター合わせて766点の作品応募があり、

審査の結果、次の皆さんの作品が入選となりました。応

募いただいた各中学校の皆様に対し、厚くお礼申し上げ

ます。

○作文の部（応募作品559点）

小倉奈菜子 粟野１年

福岡　千絵 粟野２年

池田　直樹 粟野３年

亀井　　郁 気比１年

高谷　美菜 気比１年

塚田　晃成 気比１年

杉森　彩乃 気比２年

西浦　愛子 気比２年

大原　尚子 松陵２年

清水　瑛未 松陵３年

山村　千佳 松陵２年

○書道の部（応募作品178点）

村松　花香 粟野１年

澤田　里紗 粟野２年

瀧澤佐友里 粟野３年

前原悠希子 粟野３年

渡辺　　愛 粟野３年

稲垣　翔子 気比１年

浅井　伸行 気比２年

角田　　望 気比３年

森田　あゆ 気比３年

迫田真理子 気比付属１年

奥田　沙知 角鹿２年

大野由加里 三方２年

上田　和茂 三方３年

千田　江里 三方３年

長江　沙紀 三方３年

○ポスターの部（応募作品29点）

石塚　もも 気比付属２年

栗山　領河 気比付属２年

澤口　光生 気比付属２年

竹中　美緒 気比付属２年

安井　勇人 美浜２年

【年末調整説明会の開催案内】

・※事前にお送りしてある書類をご持参ください。
説明会場の駐車場に限りがありますので、車でのご来場はご遠慮ください。

～税の相談等はお気軽に～
・税務署のほかコンピュータがお答えする「タックスアンサー」をご利用ください。
身近な税金について電話音声、ファクシミリ、インターネットでご利用できます。

●電話・ファクシミリは〔0776-24-7766〕（質問するコード番号表が必要です。）

●インターネットは〔http://www.taxanser.nta.go.jp〕

税の情報は国税庁ホームページをご利用ください。〔http://www.nta.go.jp〕

氏　　名 事務所住所 電話番号

中村　藤夫 敦賀市白銀町 25ｰ2222

宗澤　一郎 敦賀市本町 23ｰ2666

河野　　精 敦賀市元町 25ｰ2720

森　　輝夫 敦賀市神楽町 25ｰ7770

田中　信幸 敦賀市新松島 25ｰ8585

渡辺　征二 敦賀市結城町 22ｰ0019

竹長　　徹 敦賀市中央町 24ｰ0855

安久　　彰 敦賀市開町 23ｰ0525

西山　了信 敦賀市谷口 22ｰ4226

橋本　　勉 敦賀市木崎 23ｰ0215

山本　美一 敦賀市本町 22ｰ5135

山形　　晃 敦賀市三島 22ｰ2511

松� 利夫 敦賀市本町 22ｰ0157

濱本　幸雄 敦賀市鞠山 22ｰ2848

伊藤　信義 敦賀市松島 21ｰ1333

辻　　達博 敦賀市中央町 21ｰ1355

中村　　淳 敦賀市津内町 22ｰ1343

福地　末七 敦賀市松島町 22ｰ2850

本川　芳宏 敦賀市相生町 21ｰ3307

加藤　智二 敦賀市本町 22ｰ0157

稲塚　敏恵 敦賀市中央町 24ｰ0855

宗澤　一俊 敦賀市本町 23ｰ2666

中山　順郎 敦賀市山泉 21ｰ1514

森口　春幸 敦賀市原（木崎） 20ｰ0116

開　催　者 開　催　日 時　　　間 開催場所 対　象　者

午前10:00～12:00 プラザ萬象小ホール 敦賀市の法人、官公庁
敦賀税務署 11月27日（木）

午後2:00～4:00 （敦賀市東洋町） 敦賀市の個人、美浜町、三方町
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10万円の旅行券など600名様にプレゼント！

Ⅰ急進する少子・高齢化社会
いま日本では激しい勢いで少子・高

齢化が進んでいます。つまり総人口に
占める高齢者の割合が急速に増えてい
る反面、新しく生れる子どもは減り続
けています。この結果、３年前の
2000年には約17％、2200万人だ
った65歳以上の高齢者数、いわゆる
高齢化率は2025年には約29％、
3500万人近くにも増大する見込で
す。
この高齢化率は、現時点ではドイツ

やフランスはじめ主要先進国をやや上
回る程度ですが、2015年ごろから世
界で突出して高くなります。そして現
在は高齢者１人を、20歳～64歳の勤
労世代約3.6人で支えていますが、
2025年には1.9人で支えなければな
らなくなります。
このような状態を放置しておきます

と、社会全体の活力が低下していきま
す。そこで子どもが増えるようにする、
高齢者に働く機会を増やす等の改革が
21世紀日本の大きな課題になってい
るのです。

Ⅱ社会保障費などで破綻同然の財政
日本の財政は、すでに破綻も同然の

状況です。たとえば2003年度末の国
および地方の長期債務残高は約686兆
円で、なんと国税と地方税の税収９年
分にも相当します。しかも、過去の借
金の利払や返済金等を大きく上回る新
規借入れを行っており、長期債務は膨
らむばかりです。
政府は公共事業費を削滅する等、い

ちおう財政改革に取り組んでいます。
しかし、国債費と社会保障費が急増し
ているうえ税収が減り、財政を再建で
きる確かな見通しは立っていません。
歳出増加の最大の原因は、いうまで

もなく高齢化社会の急進による社会保
障関係給付の増大です。2002年度に
は年金、医療、福祉等で約82兆円で
したが、2010年度には約110兆円、
2025年度には約176兆円にも膨むと
予想されています。このため国の福祉
政策への不安が高まっているのが現状
です。

Ⅲ21世紀の望ましい税制づくり
税制調査会は少子・高齢化社会の急

進や財政の危機的な状況などを理由
に、21世紀のあるべき税制の構築を
目指し、中期的視点に立った税制改革
の方向を示しました。それによります
と所得税、地方税、消費税などを中心
に税負担の増加を求めています。
もちろん、増税を行う前に大胆な行

財政改革の断行を、というのが納税者
の一致した声です。このことは政府、
各党とも理解しています。しかし、主
要国最低の租税負担率で高水準の社会
保障給付を行っていることもあり、い
まやその制度が崩れようとしているの
です。
これから行うべき税制改革は、年金

受給者や働く世代の人たちに夢と希望
を与えるものでなければならないでし
ょう。そのような考え方で税制調査会
は、主要国と比較し極だって低い現在
５％の消費税率について、将来は二桁
に上げる必要があろうと、問題提起を
しています。皆さんどのようにお考え
でしょうか。

クイズに答えて素敵な旅を当ててください。
ヒントは上の「少子・高齢化に対応した税制改
革を」の記事の中にあります。

ー応募方法－
◆官製ハガキに①クイズの答　②住所（郵便番
号） ③氏名　④年齢　⑤性別　⑥職業
⑦連絡先電話番号を明記して次の宛先まで。

【宛先】〒119-0294 東京都新宿区牛込郵便局私
書箱74号　法人会「税金クイズ」Ａ係
◆全法連ホームページからも応募できます。
URL http://www.zenkokuhojinkai.or.jp
◆応募締め切り　平成15年11月30日消印有効
◆当選者発表　第三者立会のもとに厳正な抽選
を行い、正解者の中から当選者を決定。旅行
券当選者には、１月上旬に直接本人に連絡し
ます。また２等当選者の発表は、景品の発送
をもってかえさせていただきます。
※ご応募は勝手ながらハガキ・インターネット
を通じてお一人様一回限りとさせていただき
ます。

少子・高齢化に対応した税制改革を

わが国は、いま激しい勢いで少子・高齢化が進んでいます。
では、22年後、つまり2025年に高齢者１人を支える20
歳～64歳の勤労世代の数は何人になると思いますか。
Ａ．3.6人　Ｂ．1.9人　Ｃ．1.4人
少子・高齢化が進めば国や地方が支給する社会保障関係の
給付が増えます。では、2002年度ではどの程度の給付が
行われたでしょうか。
Ａ．約82兆円　Ｂ．約110兆円　Ｃ．約176兆円
あらゆる世代に広く公平な負担を求め安定した福祉政策を
維持するとの考え方から各方面で消費税率の引き上げ論が
でています。ご承知の通り日本の消費税率は５％ですが、
ドイツは何％でしょうか。
Ａ．10％　Ｂ．16％　Ｃ．25％
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